
10時50分 から 13時まで を除きます。

５月27日(月)から

8時30分 ～ 14時50分

運転免許証の｢更新｣が通常の手続 に戻ります。

石川県警察

「一般｣ ｢違反･初回更新｣の方は、講習日時が決まっています。手続の詳細は､更新連絡ハガキや
右の２次元コードで確認いただくか、運転免許センターまたは警察署等にお問い合わせください。

※ 更新連絡ハガキ等をお持ちでない方は、受付時にお申し出ください。 手続の詳細は⇒

能登半島地震により被災された方、被災地域にお住まいで

特例措置による運転免許証の
有効期限延長は、ｓ

です。

有効期限が

輪島警察署・穴水庁舎・珠洲警察署・能登庁舎での
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